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（一社）日本木質ペレット協会について（１）

日本木質ペレット協会（JPA)の活動

2014年で木質ペレットを生産しているのは142事業所で、
年間生産量は12万トンを超えています。
2001年に日本で稼動していたのがわずか3事業所で、
年間生産量は2300トンだったことから考えると大幅な増加であり、
この傾向は今後さらに加速し、市場が拡大していくことと考えられます。

市場が拡大し、重要が大幅に増加するにともない、木質ペレットの原料も品
質も多様化していくことになります。

しかし、市場が継続的に拡大していくためには、不純物や有害物質が混入
されていない品質と、それを燃やすストーブやボイラの安全性の確保が欠く
ことのできない要素です。

そこで、消費者からの信頼を得られる品質の製品を提供できるよう、木質ペ
レットのプラントメーカー、木質ペレット製造メーカー、木質ペレットを燃料と
する燃焼機器のメーカー、販売店等によって2007年にＪＰＡを発足しました。



（一社）日本木質ペレット協会について（２）

• ペレット及び燃焼機器に係わる会員約60社と賛助会員によって、ペレット

の規格づくり、燃焼機器の基準制定を行い、また関連統計の整備、研
修・セミナーによる情報の共有を図り、ペレット普及のための広報活動も
行っています。
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（一社）日本木質ペレット協会について（３）
燃料用優良木質ペレット認証制度
【制度の目的】

・一般社団法人 日本木質ペレット協会が行う燃料用優良木質ペレット製品の認証
に関し必要な事項を定めることにより、その普及を促進し、消費者に対し品質の安
定した優れた燃料用木質ペレットの供給の確保を図ることを目的とする。

【認証の対象】

・ペレットストーブ及び家庭用又は業務用ボイラに用いる燃料用木質ペレットで
あって、別に定める「木質ペレット品質規格」（以下「品質規格」という。）のうち、審
査委員会が定める品質項目及び別に定める品質基準に適合するものであること
とする。認証を受けようとする者は、申請する製品を製造又は販売する者とする。

【認証を取得するメリット】

・ペレット燃焼機器に対応できる品質の優良ペレットを供給することによって、トラ
ブルを防ぎ、機器メーカーとユーザーの信頼を得ることができる。
・国や自治体が指定する公共建築工事標準仕様書や官庁施設の熱源設備にお
ける木質バイオマス燃料導入ガイドラインに適合する燃料ペレットを供給で
き、受注機会が多くなる。
・ペレットの認証工場として企業イメージが高まり、国内、国外ともビジネスチャンス
が広がる。これによりペレット全体の普及につながる。



（一社）日本木質ペレット協会について（４）
• 会員の方々は、当協会が発信する各種情報の先行入手や、分析・データ活用に

関わる個人・法人間で相互にコミュニケーションの接点を持つことができます。ま
た、各種イベントやワーキンググループ活動などを通じて、木質ペレットに関する
最新情報の入手や現場の生の声を聞くことが可能です。

• 日本木質ペレット協会では活動趣旨にご賛同いただける方のご入会を募集して
おります。会員制度は次の3区分からなります。

（１）木質ペレット事業者様向けの「正会員」

（２）木質ペレットに関連する事業に関わる企業・団体、検査機関向けの「賛助会員」

（３）ペレット燃焼機器およびペレット燃料販売に携わる方、地域で木質ペレットの普
及事業に取り組まれている団体、研究機関、ユーザー（個人を含む）等を対象にした
「個人会員（一般会員）」

◎今年度から新たに「個人会員（一般会員）」（年会費1万円）の募集をしております。
ぜひお気楽に入会ください。申し込みは次のURLから。

http://w-pellet.org/jpa_01/membership-join/

会員種別 議決権 年会費 入会金

正会員 ○ 70,000円 50,000円

賛助会員 × 25,000円 なし

個人会員（一般会員） × 10,000円 なし



林野庁の補助事業
「平成27年度木質バイオマス利用支援体制構築事業」

調査の目的

� 国産ペレットの品質と需給構造の現状解明
� ペレット産業の抱える課題の抽出と利用・普及

に係わる対策

１．聞き取り調査
全国46のペレット工場におけるペレットの生産、品質、
販売、利用に関する調査（日本木質ペレット協会）

２．市販ペレット35検体の品質分析（新潟県環境分析センター）と
木質ペレット品質規格（日本木質ペレット協会）の基準に基づく評価

聞き取り 品質分析

ホワイト 12 11

全木 31 21

バーク 2 2

リサイクル 3 1

計 48 35

ペレット
工場数

調査の方法

木質ペレット調査検討委員会にて平成28年3月発表。



木質ペレットの品質に関する調査（１）
ペレットの特徴

木質ペレットは、木分を圧縮成型した直径6～8㎜、長さ10㎜～40㎜の円筒形
の乾燥燃料。

【特徴】
① 燃焼機器への自動供給、自動調節が可能。
② かさ密度は木材チップの2倍以上、エネルギー密度（容積あたりの発熱
量）も3倍以上あり、輸送及び貯蔵効率が高い。
③ 乾燥燃料で、着火性や燃焼性が良い。
④ 発熱量は石油の1／2と低いが、 生産・輸送、燃焼を含めたCO2排出量
は石油の1／5、電気の1／10と少ない。
⑤ 雨水にさらすと膨潤し崩れ、貯蔵に注意。

【用途】
小規模な家庭用ストーブから中規模業務用、大規模の混焼発電用の燃料と
して用途は広範。

（出典） 熱電併給システムではじめる「木質バイオマスエネルギー」発電（日刊工業新聞社発行）



熱量20,000KWhの容量比較



ペレット 乾燥チップ 生チップ

乾量基準

含水率％ １０％ ５０％ １００％

実質重量
ｋｇ

１００ １００ １００

絶乾重量
ｋｇ

９０．９ ６６．７ ５０．０

容量ｍ３
(比重)

0.164
(610kg/m3)

0.578
(173kg/m3)

0.433
(231kg/m3)

発熱量
KWｈ/重量kg

KWｈ/ｍ３

456KWh/kg
２,７８３

ｋｗh/m3

316KWh/kg
５４７

ｋｗh/m3

220KWh/kg
５０７

ｋｗh/m3



木質焚き暖房装置の性能評価
欧州におけるトップランナーの熱効率とCO排出量

燃焼機器
熱効率 GCVでの％ CO排出量 mg/m3

最上位 上位1/4 最上位 上位1/4

薪ストーブ 76 71 776 1380

ペレットストーブ 88 87 114 235

薪ボイラ 84 82 37 50

ペレットボイラ 88 86 3 71

チップボイラ 86 76 8 79

10

注１）調査の対象となったのは、独、墺、北欧諸国で市販されているストーブ
130機種、ボイラ925機種で、これを燃料の種類によって類別し、その中
での最上位の製品と上から数えて1/4のところある製品の値が示されて
いる。なお原表は出力規模別の表示になっているが、規模による差が小
さいため、本表ではその平均値をとった。

GCV of fuel = gross calorific value of fuel (kcal/kg)

注２）詳しくは熊崎 実『木質エネルギービジネスの展望』162-64頁を参照。



木質ペレットの品質に関する調査（２）
JPA品質規格の適用範囲と定義

【適用範囲】

この規格は有害物質に汚染されていない木材を原料として、圧縮成型によって
固形化燃料で、ペレット燃焼機器に用いるもの（以下「木質ペレット」という。）

【引用規格】当規格を満たしているかの試験については原則、それぞれの試験
に対応するJIS規格（本文に別途記載）による。

【主要用語の定義】

原料木材：木質ペレットを製造するために用いられる丸太、樹皮、木材など木
材由来の原料を言う。

含水率（湿潤基準）：水分を含めたペレット全体の重量に対する水分の質量割
合を言う。

微粉率：工場出荷時に製品に含まれる大きさ3.15㎜未満の微粉の製品全体に
対する重量割合をいう。

機械的耐久性：木質ペレットの壊れにくさをいう。一定量の機械的衝撃を与え
た後に壊れなかった部分の質量割合で規定される。



木質ペレットの品質に関する調査（３）
品質項目



木質ペレット品質規格（JPA規格）
家庭・業務用の非産業用ペレット対象

区 分 A B C

直径の呼び寸法（1） D mm ６、（７）、８

長さ（2） L mm 3.15＜L≦40mm、≦30mmが95％以上

かさ密度 BD kg/m3 650 ≦ BD ≦ 750

湿量基準含水率 M ％（3） M ≦10 

微粉率 F ％（3） F ≦1.0 

機械的耐久性 DU ％（3） DU ≧97.5 

発熱量 Q
高位発熱量 MJ/kg ≧18.4 ≧17.6  

低位発熱量 MJ/kg ≧16.5 ≧16.0  

灰分 Aｃ ％（4） Aｃ ≦ 0.5 0.5＜Ac≦1.0 1.0＜Ac≦5.0

硫黄 S ％（4） S ≦0.03 S ≦0.04

窒素 N ％（4） N ≦0.5 

塩素 Cｌ ％（4） Cl ≦0.02 Cl ≦0.03

ヒ素 As mg/kg（4） As ≦1

カドミウム Cd mg/kg（4） Cd ≦0.5

全クロム Dr mg/kg（4） Cr ≦10 

銅 Cu mg/kg（4） Cu ≦10 

水銀 Hg mg/kg（4） Hg ≦0.1 

ニッケル Ni mg/kg（4） Ni ≦10 

鉛 Pb mg/kg（4） Pb ≦10 

亜鉛 Zn mg/kg（4） Zn ≦100 

品
質
分
析
実
施
項
目

製
品
品
質
に
対
す
る
生
産
者
意
識
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図－７．調査資料のJPA規格に基づく品質評価結果
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木質ペレットの品質に関する調査（３）

A評価 B評価 C評価 不適合 計
ホワイト 4 0 0 7 11

全木 2 1 0 18 21
バーク 0 0 0 2 2

リサイクル 0 0 0 1 1
計 6 1 0 28 35

（構成比） （0.17） （0.03） （0） （0.80） （1.00）

種類
出現数

表－10 実証試験ペレットの品質評価

注）表－９の35試料を対象、ただし物性試
験結果のみ

国産ペレットの品質に関する総合所見

良品質のものが存在する一方で低品質のも
のも比較的多く流通する

【低品質の内容】

（１）寸法、水分、かさ密度、粉化率、機械的
耐久性などの物性に関するもの

原因：良品質ペレット製造の意欲欠如と
ペレット製造技術の未熟さ。
（２）灰分や化学成分に関するもの

原因：化学成分に関する問題は全てが使
用原料に由来する。

品質項目 不適合率 備考
機械的耐久性DU 49 DU≧97.5、　87.9～97.4に分布

微粉率F 22 F≦1.0、1.2～5.2に分布

長さL 20 L≦40mm、40mm以上が存在

かさ密度BD 17 650≦BD≦750kg/m 3、760～800kg/m 3

正味重量W 33 W≧10.0kg、　9.4～9.9kgに分布



海外のペレット品質規格と日本

【EN規格】2011年欧州規格EN14961-2制定（非産業用のみ）

【ISO規格】2014年国際規格ISO 17225-2制定（非産業用+産業用基準）

【 ENPlus 】2015年8月 ISO 17225-2に準拠したver3が 発効（ISOよりやや厳しい）

参加国は欧州以外にロシア、米国、カナダ、マレーシアなど35か国で、認証に
参加。2015年の非産業用認証ペレットの生産は770万トン（EU需要の7割）

欧州では、品質規格で評価された一定水準以上の品質を持つことが欧州ペ
レット市場参入への必須要件となっている。

【日本のJPA品質規格】

ISO、ENPlusとも整合性あり。

JIS他国内事情も配慮。

国際規格
ISO

欧州規格
ENPlus

日本工業
規格JIS等、
国内事情

JPA規格
※自主規格

認証
ペレット

普及へ



世界のENPlus認証ペレット生産者数



良質なペレットによる
バイオマス・ガス化発電装置



国産木質ペレットの需給状況（１）

JPA品質規格制定JPA品質規格原案制
定

21,538 24,901 29,920 36,444 
50,693 58,243 
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世界のペレット生産量推移

2800万トン



国産木質ペレットの需給状況（２）

80%

77%

低い稼働率
需要期に合わせた半年稼働、半年休業の生産スケジュール
成型能力2トン/h以下の工場での稼働率は平均12.5％



国産木質ペレットの需給状況（３）

原料の仕入れ価格は丸太がおが粉・プレーナ屑とほぼ同額、バークや支
障木は無償あるいは逆有償で、燃料コスト負担に大な差が見られた。

生産量は、全木ペレット＞ホワイトペレット

ホワイト 全木 バーク リサイクル

12 30 3 3

生産量 トン 29,402 43,325 3,717 26,648

平均生産量 トン/工場 2,450 1,444 1,239 8,883

項　　目

工場数

ペレットの種類別工場数と生産量 (2014年）



燃料別コストの比較

燃料
KWhあたりのコスト

円
備考

電気 15.0 15円／kwh。
灯油 6.8 低位発熱量1ﾘｯﾄﾙ=9.55KWh 1ﾘｯﾄﾙ＝65円
A重油 5.9 低位発熱量1ﾘｯﾄﾙ＝10.2KWh、 １ﾘｯﾄﾙ＝60円
LPG 8.9 22,200kcal/Nm3、25.8KWh/Nm3 228.6円/m3
都市ガス13A 8.0 9,900kcal/Nm3=11.5KWh/Nm3 1m3＝69.17円＋基本料金
薪 10.0 4kWh/kg、1kgあたり40円
ペレット 7.6 1kg＝35円、1kg＝4.6KWhとして
針葉樹チップ １ 5.0 絶乾1kg＝22円とすると
針葉樹チップ 2 3.6 絶乾1kg＝16円とすると
針葉樹チップ 3 2.3 絶乾1kg＝10円とすると

0.0
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KWhあたりのコスト 円
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薪
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針葉樹チップ １

針葉樹チップ 2

針葉樹チップ 3



ドイツのエネルギー価格の推移 ～2016

灯油

ガス

ペレット



国産木質ペレットの需給状況（４）

【需要構造】

１）産業用：非産業用＝６：４

最大需要は発電の４割強で、次いで
運動・保養・福祉施設の分野（プール・
温泉・福祉）、農業分野（施設園芸）、
官公庁・教育施設分野と続いている。
また輸出とあるのはここ数年継続され
ている韓国向けの数値である。
２）産業用は電力需要が主
３）非産業用は保健福祉関連施設

と公共施設が牽引

一般家庭での需要は５千トン程
度。
４）非産業需要は5～6万トン程度

(2010年の生産量にほぼ等しい)
販売量10万トンの需要先別販売割合



輸入ペレットの実態

• 低コストで大量安定供給が可能な輸入ペレットの急増
（大口需要の存在するが、国内企業は不感症）

• 輸入量の約９割がFIT関連の発電需要で、カナダ産が主体

• 輸出元国の積極的な販売活動

2015年
23万トン

2014年
10万トン

26

円／kg



１）生産構造
わが国の木質ペレット産業は21世紀に入って順調に発展し、2014年時点で生産量12.6万トン、
142工場となっている。ペレット工場はわが国全体に分布しているが、生産量１万トンを超える工

場は発電石炭混焼用ペレット生産に特化した２工場を含め３工場程度で、総体的に少量生産
工場が多い構成となっている。そのため生産設備も成型能力１t/h以下のものが主体で、加え
て稼働率も20％以下と低く、冬場需要期に合わせた半年生産半年休止の生産プログラムが定
着している。

２）生産される木質ペレットの内容

ペレット原料としては、製材工場残材：丸太・林地残材：建築廃材＝４：４：２の割合で使用されて
いる。樹種はスギが圧倒的に多く、マツ類、ヒノキが利用されている。原料の仕入れ価格は丸
太がおが粉・プレーナ屑とほぼ同額、バークや支障木は無償あるいは逆有償で、燃料コスト負
担に大な差が見られた。

生産されるペレットはほとんどが燃料用で、全木が圧倒的に多い。発電混焼用のリサイクルペ
レットもホワイトペレットとほぼ同量生産されている。

国産木質ペレットの需給状況（５）

３）流通と需要構造
ペレットの工場出荷価格（税抜）はフレコンがkg当たり30円後半、小袋で同じく40円前半で、製

造コストを反映してか、いずれもホワイト＜全木となっている。この価格は一般消費者にわたる
段階では高くなり灯油との価格競争力に欠けることが懸念される。
2014年の需要構造は、消費の４割が電力需要で最も多く、農業・工業を含めた産業需要は６割

で残り４割（５万トン程度）が官民のいわゆる非産業需要となっている。非産業需要はリーマン
ショック後の2009年当時のそれに留まっている。



調査のまとめ
わが国ペレット産業の抱える課題と対応

対策：現在の生産基盤を活用しながら、国産ペレット産業に活力を生む
新しい生産システムの構築が必要

a. 製品品質の信頼性確立と利用意欲をひきたてる低価格化が大前提

b. 装置産業化、稼働率UP（夏場稼働など）、スケールメリットなどの効
果が得られる生産方式の転換（政策誘導の実行）

c. 通年需要が期待できる産業用熱需要の開拓

d. 発電等大口需要に対する大量供給体制の整備

課題

a. 地域の季節需要を対象にした小規模で生産性の低い工場が大多数

b. 製品の品質と価格は需要者の利用意欲の増進に結びつかない

c. 前項も関連してマーケットの拡張が進展しない

d. FITに関係した大口需要に対して、大多数のペレット工場は無関心
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日本での国内ペレット需要が停滞している理由

１）ペレットの価格が高い。ほとんどの供給会社の価格は40円／kg以上
で競争力に劣る。
【その理由】
① 供給工場の生産能力が需要より過大で、稼働率が低い。
② 供給工場が大規模生産でない。
③ 原木の価格が発電需要の影響で上昇している。
④ 大ロットでの安価な輸入ペレットの増加。

２）ペレットの品質が品質規格を満たしていない工場が多く、燃焼機器に
合う品質のペレットが供給されないケースがあり、信頼性に課題がある。

３）ペレット普及のための更なる国の施策が必要。

需要が不透明な中、ペレット工場の建設と言うだけで補助金を出した結
果、工場稼働後の事業採算性のある規模・稼働率が実現できず、あるい
は品質などがおろそかになっている工場が多く、利用者の購入意欲に結
び付かない。



木質ペレットの製造プロセス



ペレット需要を拡大するための施策（１）
-----「ペレット社会」の構築-----

需要と供給能力のバランスをとり、ペレット供給工場の稼働率高める。
① 生産工場の稼働率向上
・高稼働率を前提に需要に見合う

生産規模。
・需要を前提に工場の24時間

8000時間/年での稼働を奨励。

② ペレット燃料の需要の拡大
・ペレット燃料での熱供給機器

（ストーブ、ボイラ等）の普及。
・バイオマス発電用燃料向け。
・石炭混焼向け。

日本の多数の
ペレット工場
２０００h／年

生産
コスト

稼働時間目標
８０００h／年

2／3



（基） （百トン）

注︓⽊質ペレットボイラー数は平成26年度末時点、⽊質ペレット⽣産量は平成26年実績である。

⽊質ペレット⽣産量と⽊質ペレットボイラー導⼊数の関連性
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ペレット焚きストーブ
わが国のペレットストーブ導入数は2010年13,500台で、その５割が家庭用と報告され
ている（“木質ペレット規格化定着事業報告書”、平成23年3月、P69日本木質ペレット

協会）。当時から５年経過しストーブの入台数も２万台のオーダーに達したと推測する
と、その５割1万台が家庭用で、年間１トンのペレットを消費すると仮定するだけでも１
万トンの需要が期待できる。



下関市・安岡エコタウン(集合住宅)の事例
ペレットボイラによる地域冷暖房給湯システム

21戸の住宅に、ペレットボイラ110KW×2基＋
吸収冷凍機で冷暖房･給湯熱を供給。



集合住宅
熱供給フロー図



長野県飯田市 水晶山温泉ランド
ペレットボイラ550kW 給湯、昇温



群馬県上野村 いきいきセンター
老人福祉センター（給湯） ペレットボイラ200kW×2基



ペレット焚き温水ボイラ
23.5KW家庭用

床暖房・給湯

システム概要図 操作パネル図
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富山県（富山市）
トマト（2.9ha）
トルコギキョウ等花き（1.2ha）
廃棄物由来固形燃料 静岡県（小山町）

トマト（3.2ha）
ミニトマト（0.8ha）
木質バイオマス兵庫県（加西市）

トマト（4ha）
木質バイオマス

高知県（四万十町）
トマト（4.3ha）
木質バイオマス

宮崎県（国富町）
ピーマン（2.3ha）
きゅうり（1.8ha）
木質バイオマス

埼玉県（久喜市）
トマト（4ha）
木質バイオマス

宮城県（石巻市）
トマト（1.2ha）
パプリカ（1.2ha）
木質バイオマス、
地下水

大分県（九重町）
パプリカ（2.4ha）
温泉熱

北海道（苫小牧市）
イチゴ （4ha）
木質バイオマス

39

次世代施設園芸導⼊加速化事業（実施地区一覧）

愛知県（豊橋市）

ミニトマト（3.6ha）
下水処理場放流水



宮崎県（国富町）
JA次世代施設園芸ハウス



■性能・仕様
発電出力： 180 KW
熱出力： 270 KW
ペレットの消費量：約 110 kg/h
燃料消費量（パイロットオイル）：

4-5 l/h (pilot oil)
機器正味効率： > 30%
総合効率：約75%
残渣物 灰／チャコール

ガス化発電システム

ガス化装置

ガスエンジン■特徴

（１）ペレットをガス化してガスエン
ジンで発電できる。
実績（欧州で100基以上）も多く信
頼できる。
（２）コンパクトである。
ガス化装置
（2.47mW×5.28mL×3mH、
5,900kg）

ガスエンジン
（1,73mH×3.76mL×2.5mH、
4,690kg）
（３）制御装置・安全装置標準装備
（４）電気事業法では300kW以下

の発電なので、ボイラー・タービン
技術者や工事計画届が不要。





（３）燃焼機器それぞれに対応するペレットの品質を品質規格によって特
定し、カタログなどに表示する。
（例）某ストーブメーカーのカタログより Wood Pllets ENPlus A1and A2

燃料「ホワイトペレット」 「全木ペレット」
（バークペレットは使用できません。）
日本木質ペレット協会規格A・B（直径6～
8㎜）に対応。

ペレット需要を拡大するための施策（２）
-----「ペレット社会」の構築-----



国土交通省（官庁営繕）の取組

(2) 木材利用の環境づくり － 3) 技術環境づくり

木材利用促進法及び基本方針を踏まえ、官庁施設の整備に当たって木質バイ
オマス燃料の導入を促進するため、木質ペレットボイラーについて必要となる技術
的な事項、標準的な手法等を定めることにより、官庁施設の熱源設備設計の効率
化等を図るもの

② 官庁施設の熱源設備における
木質バイオマス燃料導入ガイドライン(案)

公共工事標準請負契約約款に準拠した契約書により発注される公共建築工事
において使用する材料、工法等について標準的な仕様を取りまとめたものであり、
当該工事請負契約における契約図書のひとつとして使用されるものです。標準仕
様書の適用により、建築物の品質及び性能の確保、設計図書作成の効率化並び
に施工の合理化を図るもの

① 公共建築工事標準仕様書
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（４）認証工場で生産されたペレット、もしくは品質規格に合致したペレットを国や
自治体での標準仕様とする等、採用の条件とする。



公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）の改定概要

第３編 空気調和設備工事
・温水発生器に、木質バイオマスボイラー（真空式温水発生機及び
無圧式温水発生機）の規定を追加。

○改定概要（H28.3)（抜粋）
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【規程の内容（無圧式温水発生機の場合）】
1.2.4 木質バイオマスボイラー（無圧式温水発生機）
1.2.4.1 一般事項
(１) 本項の無圧式温水発生機は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第1 条の解釈例
規 ｢労働 省労働基準局長通達」37 基収第7217 号に規定する開放形の温水ボイラー
に該当するものを いう。
(２) 無圧式温水発生機は、本項によるほか、HA-034-2（木質バイオマスボイラー第2 

部：無圧式温水発生機）による。※HAは日本暖房機器工業会自主規格。

〇HA-034-2_無圧式温水発生機の項目では
8試験方法 8.1試験の一般条件

*f*）試験に用いる木質燃料の性状は、次による。

「木質ペレット燃料の品質基準は、一般社団法人日本木質ペレット協会の木質ペ
レット品質規格（平成23年3月31日制定）に規定する品質項目A又はB相当品とする。

木質チップ燃料の品質基準は、木質バイオマスエネルギー利用推進協議会の品質規
格（平成26年3月14日公表）の規定するClass1又はClass2相当品とし、温水発生機の燃
料仕様に適合したものを選定する。」



（５）国等に対してペレットの普及のための補助金の差別化等、強い施策を求める。
① 生産工場の稼働率、工場の生産規模、ペレット燃料コスト等の目標に対して

のインセンティブ。補助先で品質、稼働率などの悪いペレット工場の淘汰。
② 「認証ペレット工場」に国・自治体の優先採用、搬送費の補助など優遇策。
③ FITの見直し。ペレット燃料発電でのFIT事業性が確保できる買取価格設定。
④ 石炭混焼での国産ペレットの一定混焼比率の義務化等。

（６）温暖化ガス削減の流れの下に、ペレット需要拡大のための情報提供と普及活
動。日本政府案では「温暖化ガスを2013年基準で2030年までに26%削減。」
バイオマスは目標達成のための再生可能エネルギーの強力な一つである。
【政策】
・CO2価値の認証制度「グリーンエネルギーCO2削減相当認証制度」→G熱証書
・J-グリーン制度：中小企業等の省エネ設備の導入や温室効果ガスの排出削減量
等をクレジットとして認証。（経産省、環境省、農林水産省で一本化運営）
・環境税：CO2排出抑制の諸施策の実施のため。
・2020年施行予定の省エネ基準適合住宅の義務化。ゼロエネビル（ZEB)、ゼロエネ
ハウス（ZEH)に向け、ペレットストーブが省エネ設備機器の評価対象になる。

ペレット需要を拡大するための施策（３）
-----「ペレット社会」の構築-----



-----将来の「ペレット社会」をめざして-----

ペレット製造 石炭混焼 ガス化発電 熱利用（暖房・給湯）



ご静聴ありがとうございました。


